
埼玉過労死弁護団

１　弁護団の紹介
埼玉過労死弁護団は、１９８９年に発足した、過労死、過労自殺、労災事故などの労働災害事件に取り組む、埼玉県内の弁護士集団です。
現在は埼玉総合法律事務所の伊藤明生が弁護団長として、また、同じく当事務所の佐渡島啓が事務局長として活動すると共に、所内全弁護
士が弁護団員として参加しています。

労働災害事件は、労基署による労災認定基準が度々変更されることがあり、この理解がまずは大変重要です。
また、労災として認定された場合にも、慰謝料などを求めて会社側への損害賠償請求ができるケースもありますが、ここでも様々な論点で
新しい裁判所の判断が随時出されている状況です。

弁護団では、過労死１１０番　全国ネットワークなどを通じて、全国の過労死などの労災事件を取扱う弁護士と情報交換をしながら、弁護
団員各人の力量を高めています。
毎週水曜日正午～午後２時の無料電話相談（電話番号：０４８－８３７－４８２１　通話料はお客様のご負担となります。）のほか、随時
ご相談をお受けしております。

２　連絡先
埼玉過労死弁護団へのご相談をご希望の方は、当事務所の下記連絡先にご連絡いただきますようお願いいたします。

過労死・過労自殺の問題を中心に、労災申請や会社への損害賠償など労災に関するあらゆる問題について、労災事件の解決で経験を積んだ
埼玉県内の弁護士が電話でアドバイスをおこないます。
ご相談料は無料です。
ご相談内容によっては、直接面談をおこない、事件の受任もいたします。

ホームページ
埼玉過労死弁護団
電話番号
TEL 048-837-4821　無くせ過労死！ホットライン
受付時間
毎週 水曜日
正午～午後2時
ご相談料
無料

https://saitamasogo.jp/archives/31828
https://saitamasogo.jp/itoakio
http://karoshi.jp
http://karoushi.saitamarouben.com/


ご相談事例
・過労死
・過労自殺
・労災保険申請
・会社への損害賠償など
お問い合わせ
埼玉総合法律事務所
担当　埼玉過労死弁護団事務局長　弁護士　佐渡島啓
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
TEL 048-862-0800

https://saitamasogo.jp/sadoshimakei

